
質問回答書 

 

令和６年４月 16 日付公告「金沢市健康ポイントアプリ運用管理等業務」の制約付き一般競争入札に

係る質問について、次のとおり回答します。 

 

No. 質 問 回 答 

１ 積算内訳書 (2) 運用管理費 ア 総額に

ついて、フォーマットにない項目は、必要に応

じて追加して問題ないでしょうか。 

積算内訳書(2)アの表の「その他（具体的に

記入）」の項の項目名の欄にフォーマットにな

い項目の項目名及び金額を個別に記入し、同項

の金額欄にその合計額を記入してください。な

お、記入に当たって欄が不足する場合には、積

算内訳書中の表の各項の枠線の移動する等必

要な加工を行っていただいて差し支えありま

せん。 

 

２ 公告文 ７ 入札執行場所及び日時等につ

いて、入札書を持参する場合、競争参加申請書

の提出（5/7～5/8）と同時でも問題ないでしょ

うか。 

競争参加申請書を提出いただいた場合には、

当該申請書の提出期間の終了日（令和６年５月

８日）の翌営業日中を目途に競争参加申請確認

通知書を交付しますので、その後に入札書の郵

送又は持参をしてください。 

 

３ 現在、入札参加資格（その他業務委託-情報

システム開発）ではなく（その他業務委託-そ

の他）のみの資格保有に留まるのですが、参加

資格はどのタイミングまでに必要になります

でしょうか？ 

 

公告文第９項にあるとおり、今般の一般競争

入札においては、落札候補者を対象として入札

参加資格審査を実施します。 

そのため、同項において、「入札参加申請者

は、次の書類を本業務の入札日時までに用意し

てください。」と規定し、入札日時（令和６年

５月 15 日）までに同項第２号の「金沢市の令

和６年度の「情報システム開発」の入札参加資

格を有することを証するもの」を用意すること

を要件として定めています。 

したがって、令和６年５月 15日の時点で「情

報システム開発」の入札参加資格を有している

ことが必要となります。 

 

４ 入札書について、「発議番号」の欄には、ど

の情報を記入すべきでしょうか。 

 

 

入札書の発議番号欄には何も記入せず、空欄

としてください。 



５ 仕様書 ２業務の概要 (2) 金沢市健康ポ

イントアプリ事業について イ 内容 (ｳ) 

普及のための広報等 a 全戸配布冊子への掲

載等について、冊子及び受診券の作成､同封作

業､及び配送は貴市にて実施される想定でよろ

しいでしょうか。 

 

本市において別途実施するため、今般の調達

範囲に含みません。 

６ 仕様書 ２業務の概要 (2) 金沢市健康ポ

イントアプリ事業について イ 内容 (ｳ) 

普及のための広報等 ｂ ＳＮＳの活用につ

いて、貴市公式ＳＮＳの活用にあたっては､貴

市(又は貴市公式ＳＮＳ運用事業者)にて実施

される想定でよろしいでしょうか。 

 

本市において別途実施するため、今般の調達

範囲に含みません。 

７ 仕様書 ２業務の概要 (2) 金沢市健康ポ

イントアプリ事業について イ 内容 (ｳ) 

普及のための広報等 ｄ 健康教室・スポーツ

教室・イベント・事業との連携について、ポイ

ント付与設定作業の試算にあたり、現時点で予

定しているイベント数をご教示いただけます

でしょうか。 

 

令和６年度においては 80 件程度、令和７年

度においては年間 150件程度の健康教室・スポ

ーツ教室・イベント・事業についてポイントを

付与することを想定しています。令和８年度以

後については、アプリの利用状況、ポイントの

付与状況等を勘案し、ポイント付与対象を検討

します。 

８ 仕様書 ２業務の概要 (2) 金沢市健康ポ

イントアプリ事業について イ 内容 (ｳ) 

普及のための広報等 ｄ 健康教室・スポーツ

教室・イベント・事業との連携について、貴市

及びその関係団体の施設に設置するチラシ・ポ

スターのデザインは、仕様書中「３ 委託業務

の内容 (3) 利用者支援・事業周知 ウ チラ

シ・ポスターのデザイン」にて作成する物と同

一の認識でよろしいでしょうか。 

また、チラシ・ポスターの印刷、配送及び設

置作業は委託業務に含まれますでしょうか。 

(1) 設置するチラシ・ポスターのデザインにつ

いて 

お見込みのとおり、本市及び関係団体の施

設に設置するチラシ・ポスターのデザイン

は、仕様書 ３ 委託業務の内容 (3) 利用

者支援・事業周知 ウ チラシ・ポスターの

デザインにて作成する物と同一のものとす

ることを想定しています。 

 

(2) チラシ・ポスターの印刷、配送及び設置に

ついて 

チラシ・ポスターの印刷、配送及び設置作

業は本市が別途調達・実施をするため、今般

の調達範囲に含みません。 

 

  



９ 仕様書 ２業務の概要 (2) 金沢市健康ポ

イントアプリ事業について エ インセンテ

イブとする賞品について、アプリ提供期間中に

変更がある旨記載がありますが､変更後も貴市

が別途調達をする前提であり､本業務委託の仕

様においては､賞品の調達は含まれない認識で

よろしいでしょうか。 

 

インセンティブとする賞品について変更が

あった場合も、本市において別途調達するた

め、今般の調達範囲に含みません。 

10 仕様書 ３委託業務の内容 (3) 利用者支

援・事業周知 ウ チラシ･ポスターのデザイ

ンについて、本調達の仕様においてはデザイン

のデータ納品までと認識しておりますが､各広

報物の印刷､配送及び配布は貴市にて実施され

る認識でよろしいでしょうか。 

 

No.８回答(2)と同じ。 

11 仕様書 ４ アプリの条件・機能 (2) デザ

イン・操作性 ウ 対応言語について、英語対

応は必須でしょうか。 

 

必須です。 

12 仕様書 ４ アプリの条件・機能 (12) ヘ

ルスデータに関する記録 ア 身体にかかる

基礎的データの記録について、脈拍の記録は必

須でしょうか。 

 

必須です。 

13 仕様書 ４ アプリの条件・機能 (12) ヘ

ルスデータに関する記録 ウ 健診記録の対

応について、写真でのアップロードは必須でし

ょうか。 

マイナポータルと連携し、ユーザー同意の

上、マイナンバーカードを端末にかざすことで

健診結果のデータをアプリに反映させる機能

で代替可能でしょうか。 

 

必須です。 

なお、仕様書 ４ アプリの条件・機能 (14) 

ポイント付与・管理 ウ その他のポイント付

与(ｱ)ａの健康診断、特定健康診査、がん検診

等の結果の記録に対してポイント付与を行う

に当たって、健康診断、特定健康診査、がん検

診等の受診の証拠の提示を求める趣旨でそれ

らの結果通知の写真（画像）のアップロードを

求めているものであるため、結果通知の写真

（画像）のアップロードによる記録及び当該記

録に対するポイント付与の機能を備えた上で、

マイナポータルと連携による健診結果のデー

タのアプリへの記録に対してポイントを付与

する機能を実装し、アプリ利用者がいずれかを

選択的に利用できる形であれば同機能を実装

することは差し支えありません。 



14 仕様書 ４ アプリの条件･機能 (12) ヘ

ルスデータに関する記録 ウ 健診記録の登

録について、健診記録の登録手法について､写

真(画像データ)による登録と記載があります

が､ユーザの端末スペックや本人の操作ミス等

から健診記録を取得できないケースが想定さ

れます。 

弊社アプリでは本人同意のもとマイナンバ

ーAPI 連携等による健診データの自動連携が

可能ですが､要求仕様の代替提案として検討可

能でしょうか。 

 

No.13回答と同じ。 

15 仕様書 ４ アプリの条件・機能 (13) 運

動に関する機能 イ その他の運動記録につい

て、ランニングやサイクリングの距離・時間等

の記録機能は必須でしょうか。 

ランニングやサイクリングの実施について

「達成」「未達成」で選択する機能で代替可能

でしょうか。 

 

必須であり、「達成」、「未達成」を選択する

機能での代替はできません。 

16 仕様書 ４ アプリの条件･機能 (17) そ

の他健康増進につながる機能 ウ 指定地点

への訪問のＧＰＳを用いた登録について、スポ

ット設定作業の試算にあたり、現時点で予定し

ているスポット数をご教示いただけますでし

ょうか。 

 

イベント１回ごとの指定地点は最大 50 か所

程度を想定しています。 

  



17 仕様書 ４ アプリの条件・機能について、

本項に記載された条件･機能要件のうち､アプ

リ構築期間内に開発が間に合わない要件につ

いても事業期間内に提供ができれば提案可能

でしょうか。 

また、表示方法や情報取得方法が明示されて

いない要件については､貴市と協議の上精緻化

する認識でよろしいでしょうか。 

(1) アプリ構築期間内に開発が間に合わない

要件について 

アプリ構築期間内に仕様書 ４ アプリ

の条件・機能に記載された全ての条件・機能

の要件を満たしたアプリを構築することが

必要です。 

 

(2) 表示方法や情報取得方法が仕様書中に明

示されていない要件について 

アプリの構築について、既存製品の導入を

基本とし、本市独自のカスタマイズを最小限

度に抑制することとしていることから、既存

製品に設定を行うことで構築をする場合に

は当該既存製品における標準の表示方法や

情報取得方法をカスタマイズせずに利用し

ます。 

なお、既存製品の導入によらずにアプリを

構築する場合には、お見込みのとおり表示方

法や情報取得方法について本市との協議の

上精緻化します。 

 

 


